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開  会   午前１０時００分 

○委員長（原田周一） 皆さん、おはようございます。 

  本日は、閉会中における文教厚生常任委員会を招集いたしましたところ、町当局の関

係者をはじめ、委員の皆様にはご出席いただき、まことにありがとうございます。 

  １月も２３日ということで、この正月は、皆さん家族団らんでよい正月を過ごされた

んじゃないかというふうに思います。また、消防の出初め式から始まって成人式等々、

いろいろお忙しい中、ずっと過ごされてきたと思うんですが、松の内の１５日も終わっ

たということで、やっと正月気分も抜けたんじゃないかというふうに思います。 

  本日は、各課の平成３０年度第４四半期の執行状況の報告を願いたいと思います。 

  本日の委員会において不適切な発言等がありました場合には、委員長において精査を

行うことといたします。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） ありがとうございます。 

  ここで理事者から挨拶をお願いいたします。山下副町長。 

○副町長（山下康之） 皆さん、改めましておはようございます。 

  本日は、閉会中におけます文教厚生常任委員会を開催いただきまして、まことにあり

がとうございます。また、原田委員長、浅田副委員長のもと、各委員には大変お世話に

なりますけれども、よろしくお願いしたいというように思います。 

  今もございましたけれども、平成３１年もスタートいたしまして、平成最後の年と言

われておりますけれども、１月ももう下旬に突入しておりますけれども、また今年も昨

年同様、いろいろとご指導いただきますように、心からよろしくお願いを申し上げてい

きたいというふうに思います。 

  ただいま委員長のお話がございましたけれども、年末、また年始ということで、年末

には年末警戒、年始には消防団の出初め式、あるいはまた成人式といった町の行事をは

じめ、委員各位におかれては、また各地域のいろんなご事業等々にご出席を賜りまして、

本当に心から厚くお礼を申し上げたいというように思っております。 

  特に昨年につきましては、本当に豪雨、台風、地震といういろんな災害に見舞われた

ところでございますけれども、今年は災害のないいい年になってほしいというように願

っているところでございます。そういった中で、警報という言葉は、いつも夏場におい

ては台風なり、あるいはまた大雨のときによく耳にする言葉で、その言葉を聞きますと、

何かないかということで非常に心配をするような言葉でございますけれども、今は京都
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府内におきましてインフルエンザの警報というのが発表されておりまして、冬場におい

てもそういった警報が発令されているということで、議員の皆さんにもいろんな面でご

自愛をいただきたいというように思っているところでございます。 

  今現在、インフルエンザの状況ですけれども、田原小学校におきましては、６年１組

が２１日から２４日まで学級閉鎖、また、宇治田原小学校では６年２組が１９日から

２３日まで学級閉鎖、それから、維孝館中学校では特に学級閉鎖等はないんですけれど

も、３名ほどインフルエンザにかかっている生徒がいると。それから、町立保育所にお

いても、３名ほどの幼児がインフルエンザにかかっているというようなところでござい

ます。うぐいす幼稚園におきましては、今現在どなたもかかっておられないと。サンビ

レッジ宇治田原においても特に今のところないということで、サンビレッジでは、特に

２階での家族の面会を閉鎖して１階で対応する、そういったような取り組みをされてい

るようでございます。 

  本町の職員におきましても、そうした職員も今のところないということでございます

けれども、非常にこういったことが全国的に起こっておりますので、手洗いやうがいを

しっかりと勧めていくということで、本町においても住民の皆さんにしっかりそういっ

た点についてもお知らせをしていきたいというように思っているところでございます。

そうした状況でございます。 

  そういった中、本日は第４四半期の事業についてということで、それぞれ担当のほう

から説明をさせますので、最後までよろしくお願い申し上げ、また委員各位におかれま

しては、ますますのご活躍をご祈念申し上げまして、簡単でございますけれども、開会

に当たりましてのご挨拶にさせていただきたいと思います。 

  お世話になりますけれども、どうぞよろしくお願い申し上げます。以上でございます。 

○委員長（原田周一） ありがとうございました。 

  ただいまの出席委員数は６名でございます。定足数に達しておりますので、直ちに本

日の文教厚生常任委員会を開きます。 

  会議は、お手元に配付しております会議日程により進めさせていただきます。また、

関係資料を配付しておりますので、あわせてご参照願います。 

  それでは、これより議事に入ります。 

  日程第１、各課所管に係ります平成３０年度第４四半期の事業執行状況についてを議

題といたします。 

  まず、福祉課所管について説明を求めます。久野村健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（久野村観光） 改めまして、おはようございます。 

  それでは、福祉課所管に係ります事業執行状況につきましてご説明をさせていただき

たいと思います。 

  お手元に配付の１ページ目でございますが、第４四半期、１月から３月まででござい

ますが、これにつきまして、３事業を上げさせていただいておるところでございますが、

事業１、２につきましては、１２月にもご説明をさせていただきましたが、障がい者自

立支援給付等事業、また障がい者地域生活支援事業、この２事業につきましては、自立

支援の給付等、障がい者通所給付、また日中一時支援事業等、年間を通じて申請等に基

づきまして給付事業を実施させていただいておるところでございます。あと１月、２月、

３月の第４四半期につきましても、従前どおりの申請に基づきまして給付を行っている

という事業でございますので、よろしくお願いをいたします。 

  それと３番目の自殺対策計画策定事業についてでございますが、これにつきましても、

１２月の委員会で先行資料としてお配りをさせていただいています今後のスケジュール

に基づきまして事業を進めさせていただいておるところでございます。 

  １月１５日から意見募集という形でパブリックコメントを実施させていただいておる

ところでございます。期間は約１カ月という当初の目標どおり、１月１５日から２月

１４日までを募集期間とさせていただいておるところでございます。資料の公表等につ

きましては、町のホームページ、また公共施設等に配架をさせていただいております。

また、町広報紙の町民の窓２月号にも、あと２週間ございますので、意見募集の記事を

記載していく予定をさせていただいておるところでございます。提出先につきましては、

役場の福祉課という形にさせていただいております。ファクス、また電子メール等の受

け付けをさせていただく予定としておるところでございます。 

  お手元のほうにそのパブリックコメント、意見募集の素案という形のものをお配りを

させていただいておるところでございますが、目次で見ていただきますと、４章立てを

させていただいております。計画策定の趣旨、また町なり府なりの現状と課題、また計

画の基本的な考え方、そして生きる支援のための推進施策、どのような対応を町として

とるべきものかという形のものを記載させていただいておるところでございます。 

  これらにつきましては、宇治田原町第５次まちづくり総合計画を上位計画とさせてい

ただきまして、それに関連する地域福祉計画等と連携する中、計画を策定させていただ

いて、今現在意見募集をさせていただいておるところでございます。 

  四半期の執行状況の説明につきましては以上でございますので、よろしくお願いいた
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します。 

○委員長（原田周一） ただいま説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） ないようでございますので、これで福祉課所管の質疑を終了いた

します。 

  次に、介護医療課所管について説明を求めます。廣島介護医療課長。 

○介護医療課長（廣島照美） それでは、お手元の資料の２ページのほうをごらんいただ

けますでしょうか。 

  介護医療課所管分の第４四半期事業執行状況について説明のほうをさせていただきた

いと思います。 

  まず、１つ目、特定健康診査等実施事業でございます。 

  こちらは、７月から１０月まで４カ月間の受診期間を設けさせていただいて受診して

いただいております。今、１月現在の受診者数は、把握しておりますのが６３７人とい

うふうになっております。また、あわせて人間ドックのほうも実施しておりまして、今

現在、利用券のほうを発行させていただいています人数が１８５人となっております。

特定健診と人間ドックを合わせますと８２２人というような人数になっているところで

ございます。 

  次に、２つ目、生活習慣病予防対策事業でございます。 

  こちらにつきましては、人間ドック、特定健康診査受診者のうち保健指導対象者のほ

うを抽出させていただきまして、随時案内を送付しまして、保健指導訪問を１１月から

平成３１年３月にかけまして実施するものでございます。 

  次に、３番目、後期高齢者健康診査事業でございます。 

  こちらも健診の受診期間のほうは、先ほどの特定健診と同様、もう終了しておりまし

て、申し込みされた方の人数が３５７人で、今、１月現在で把握しております受診者数

のほうが３２４人となっております。また、先ほどと同様、人間ドックのほうも３月末

まで随時申し込みを受け付けしているものでございますけれども、今現在の申し込み受

け付け者数は４２人となっております。２つ、健診の受診者と人間ドックの申し込み受

け付けされた方を合わせまして３６６人というふうになっております。 

  次に、４つ目、認知症初期集中支援推進事業でございます。 

  チーム支援につきましては、チーム医の山口先生、また地域包括支援センターの職員
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がチームとして、随時、案件が上がってきた際には支援をさせていただいているところ

でございます。また、第４四半期になりまして、２月の中ごろには認知症初期集中支援

チーム検討委員会のほうを開催する予定としております。内容につきましては、今年

１年のチームの活動状況についての検討ということで、またいろいろご意見をいただく

予定でおります。 

  この検討委員会の委員の構成員としましては、宇治おうばく病院の認知症疾患医療セ

ンターの樋川先生、精神福祉士の方、また山口先生であったり、介護保険サービス事業

者としてサンビレッジのほうから、また行政機関として山城北保健所のほうからも委員

としてご出席いただき、いろいろご意見をいただく予定としております。 

  次に、５番目、介護予防・日常生活支援総合事業でございます。 

  こちらは、通年で実施しております介護予防・生活支援サービス事業、訪問・通所型

サービスであったり元気はつらつ！若返り塾、おやじエクササイズ、元気アップ教室の

ほうを通年で実施しているような状況でございます。 

  説明につきましては以上です。 

○委員長（原田周一） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。垣内委員。 

○委員（垣内秋弘） 表現の仕方でちょっと１点確認したいんですが、１番と３番ですね。

一応７月から１０月ということで受診期間が決まっているわけですけれども、この間に

１月現在で受診者数ということになりますと、ずっと何か継続して受診をされているよ

うな感じを受けますので、ここら辺はどうなのかということをちょっとお聞きしときま

す。 

○委員長（原田周一） 廣島課長。 

○介護医療課長（廣島照美） 受診期間は１０月までだったんですけれども、健診結果の

ほうがレセプトと同様、２カ月後以降に戻ってくるような状況でございまして、なので

１月現在で把握している人数ということで書かせていただいております。今後、１月ま

でにはもう健診結果のほうは戻ってくることにはなりますけれども、また請求遅れとい

うことも考えられますので、今現在の把握している人数ということで上げさせていただ

いているところでございます。 

○委員長（原田周一） 垣内委員。 

○委員（垣内秋弘） ３番の申し込み者数が３５７人、受診者数が３２４人、この件に関

しても、３３人今マイナスになっているわけですけれども、申し込まれて受診される差
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の人については何かフォローは逆にされるんですか。もうそのままという形ですか。 

○委員長（原田周一） 廣島課長。 

○介護医療課長（廣島照美） 今、この差につきまして、フォローのほうはしていない状

況ではございます。 

○委員長（原田周一） 垣内委員。 

○委員（垣内秋弘） そしたら、申し込まれているけれども受診されていないというのは、

もう自然のままに、そのままの状態でほっとくと言うたらおかしいですけれども、その

まま経過していくという状態ですか。 

○委員長（原田周一） 廣島課長。 

○介護医療課長（廣島照美） はい、そのとおりでございます。 

○委員長（原田周一） 副町長。 

○副町長（山下康之） ただいまの垣内委員のご質問でございますけれども、実際に病院

のほうに行かれてから２カ月後にレセプトが参りますので、それとあわせてチェックを

かけていく中におきまして、途中に過誤で戻ったり、またいろいろと精査がございます

ので、まだきちっとした数字にはなっていないというところをちょっとご理解いただき

たいというふうに思っております。以上でございます。 

○委員長（原田周一） 垣内委員。 

○委員（垣内秋弘） はい、わかりました。 

  ただ、申し込みをされて受診されていないという方が永遠におられたら、何らかの形

で、申し込みはされているというのは何か意識はあって申し込みはされているんでしょ

うけれども、受診できなかった理由とか、やはりその人の何かいろんな都合があると思

うんですけれども、そこら辺はできたら個別にフォローする必要もあるのかなと思った

し、そこまでやるのはやり過ぎかもわかりませんけれども、申し込まれた方に対しての

フォロー、単発でスポット的な部分であればいいんですけれども、毎年毎年そういうふ

うな人が、申し込みはしとくけれども受けないという傾向的にあれば、何か原因がある

と思いますので、ぜひよろしくお願いしたいんですが。 

○委員長（原田周一） 廣島課長。 

○介護医療課長（廣島照美） 今、副町長がおっしゃったこともあるんですけれども、あ

と人間ドックなんですけれども、健診は申し込まれたんですけれども、最終的に人間ド

ックを受けられる方もおられますので、そういったところでちょっと差が出てくるとい

うこともございますので、すみません、その旨を伝えさせていただきます。 
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○委員長（原田周一） ほかにございませんでしょうか。山内委員。 

○委員（山内実貴子） ２番の生活習慣病予防対策事業なんですが、ずっと保健指導を続

けてきていただいていて、今回も１１月から３月末というふうになっているんですが、

そういう指導を受けられていろんな声が上がってきているのか、また、指導を受けて改

善ということが割と見えてきているのでしょうか、どうでしょうか。 

○委員長（原田周一） 廣島課長。 

○介護医療課長（廣島照美） 特定保健指導を受けていただく中で、例えば食生活につい

てであったり、運動についての保健指導というのをしていただいている状況でございま

して、その中でいろいろお話しさせていただく中で、やはり今後の食生活であったり、

気をつけなあかんなというようなお声をいただいたりというところを聞いているところ

でございます。 

○委員長（原田周一） 山内委員。 

○委員（山内実貴子） そうですね。やっぱりそういうふうに触発があると改善しようと

いう気持ちにはなられると思うんですが、それを継続してされていくようにまた対策を

考えていただければと思います。以上です。 

○委員長（原田周一） ほかにないでしょうか。 

（発言する者なし） 

○委員長（原田周一） ないようですので、介護医療課所管の質疑をこれにて終了いたし

ます。 

  次に、健康児童課所管について説明を求めます。立原健康児童課長。 

○健康児童課長（立原信子） それでは、健康児童課所管分の第４四半期の事業執行状況

についてご説明申し上げます。 

  資料３ページ目になります。 

  １つ目、少子化対策推進事業です。 

  こちらのほうは、町内の若手の職員で組織いたしますプロジェクトチームでの協議を

何度か本年度も実施しておりますが、２月に最終、こちらのほうで会議を開催させてい

ただいて、今検討中の事業、また、来年度で少子化対策として担当課が実施を予定して

いる事業等の協議を行いたいと思っております。 

  ２つ目、子ども・子育て支援事業計画策定事業です。 

  こちらは、今現在の現行計画が３２年度末で終わりますので、３１年度、３２年度の

２カ年をかけまして継続した計画の策定を予定しております。今現在、１月１８日から
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２月４日の期間で子ども・子育て支援に関係するアンケートを実施しております。こち

らのほうのアンケートを取りまとめまして、来年度に向けた計画策定の準備を行ってお

ります。第４回会議を３月の下旬に予定しております。 

  ３つ目、「パパママハッピープロジェクト」子育て家庭応援事業です。 

  こちらのほうも、年間通じまして各種子育て事業を展開しております。１月、２月、

３月と各１回ずつ、また子育て事業のほうを実施したいと思っております。 

  ４つ目、保育所園庭整備事業です。 

  こちらのほうは事業を完了いたしまして、園庭整備を終えております。 

  ５つ目、健康づくり応援ポイントキャンペーン事業です。 

  こちらが１月１５日までキャンペーンの応募を受けておりまして、応募者数が、集計

しましたところ、Ａ賞で応募いただいたのが２５３名、Ｂ賞で１２名で、計２６５名の

応募をいただいております。抽選と当選者への商品の発送を２月下旬で予定しておりま

す。 

  ６つ目、各種がん検診事業です。 

  こちらのほうも集団検診は全て終了しております。肺、胃、大腸がんの検診を３０年

１１月２０、２１で実施させていただきました。肺が３２８人、胃が２１５人、大腸

３３６人の受診いただいております。 

  乳がんのほうの集団検診は、１２月３日から５日で実施いたしまして、１９２人の方

に受診いただきました。また、今年度は乳がんは個別の受診ということも実施しており

ます。そちらのほうはまだ期間中ですので、実施をしていただいているところです。 

  また、同じく前立腺がんは個別受診でしたが、１０月末で終わっております。

１１９名の方に受診いただいております。 

  あと乳がん、子宮頸がんの無料クーポン分も含めまして、２月末まで個別の受診をい

ただく予定です。 

  説明につきましては以上です。 

○委員長（原田周一） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。山本委員。 

○委員（山本 精） ５番目の健康づくり応援ポイントキャンペーン事業なんですけれど

も、健康づくりのために応援ポイントをつけていろんなサービスをやられるということ

は非常に重要なことやと思うんですけれども、今年度は１月１５日が応募締め切りとい

うことですが、何人ぐらいの応募者があったんですか。 
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○委員長（原田周一） 今、人数はありましたけれども。２６５。 

○委員（山本 精） わかりました。ありがとうございます。 

  あと、もっと増やすというか、応募してもらうための宣伝とかを含めて、今もいろん

な形でやられていると思うんですけれども、ほかにもっと増やしてもらうというふうな

ことの考え方というか、何かありますか。 

○委員長（原田周一） 立原課長。 

○健康児童課長（立原信子） 今現在も各種事業で、例えば乳幼児健診に来ていただいた

方にもチラシをもう一度お配りして、健診もポイントになりますので、ポイントと一緒

にチラシをお渡ししたり、あとはまた介護医療課でも実施しているような元気はつらつ

の応援事業なんかのところでも配らせていただいて、町内全域で実施している事業でで

きるだけたくさん周知を行っているところです。また引き続きいろんな工夫をさせてい

ただいて、応募というよりも、その前段でこの事業の内容を実施していただいて、応募

も募っていきたいと思っております。 

○委員長（原田周一） 手を挙げて言うてください。 

○委員（山本 精） わかりました。ぜひとももっと増やせるようにやってもらいたいと

思います。 

○委員長（原田周一） ほかにございませんでしょうか。垣内委員。 

○委員（垣内秋弘） １番の少子化対策事業ですが、いろんな諸活動をされて、実際に実

績として出てくる数字というのは、前回も結婚が成立したのが１件とかいう話は今まで

も伺っているわけですけれども、なかなか成果として現れてこないという部分が悩まし

いところでありまして、昔であれば仲人さんがいて、いろんな結婚の世話とか、それを

専門にされているような人もおられましたが、なかなか今の時代、そういった人もいな

いということで、出会いとか、いろんな機会が少なくなっています。要はもう単独行動

をとって、なかなかみんなと会う機会も少なくなって、そうはいってもちょっとしたき

っかけで結ばれると、縁のものですから、なかなか普段考えられないようなことでも結

びつくという部分もございます。 

  そういった中では、実際、将来まちづくりをする人口増につなげるためにも、何とし

ても実績として成果のある活動に結びつくことが重要であると思うんですが、そういっ

た中で、例えばちょっと奇抜なアイデアといいますか、発想ですけれども、いろんな世

話をしていただけるような人の養成とか、このごろの時代ですから、何か煩わしいとか、

余り構うたらいかんとか、いろんなことが先に立ってしまってその次のステップに進む
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機会がないと思うんですけれども、例えば世話好きな人もいらっしゃると思いますし、

そういった人の養成とか、また訓練とか、そういうふうなところの、いろんな場に行っ

て教育を受けるとか、そういうふうな機会がないのかなと私も常々考えているわけです。 

  私も、そら何人か結婚の仲人もした記憶も、昔ですけれども、ありますし、そういう

ふうな経験もあるわけですけれども、そういうふうなことを最大限、目的としてやるよ

うな人を町の中で２人とか、３人とか、４人とか、養成することも必要かなと思うんで

すけれども、そういうふうな考え方はないんでしょうか。 

○委員長（原田周一） 立原課長。 

○健康児童課長（立原信子） 今いただいた内容につきましては、京都府のほうの婚活セ

ンターでそういうお世話をされる方を養成ということで、実際に登録をたくさんの方が

されて活躍されています。まだ本町のほうから登録ということは実績として聞いていな

いんですが、本町でもそういう方がいらっしゃったら、ぜひとも登録をしていただけた

らなと思いますので、そういう方の登録を促すような周知というのは今後も図っていき

たいと思っております。 

  また、町内だけで完結というのは、以前からも私が今までこの事業に携わっていて本

当に感じるのは、なかなか町内だけで完結することは難しい。なので、京都府として広

域的に展開していただいて、広い範囲内でいろんな出会いを創出していただいていると

ころですので、そういったところで活躍いただけるような方をぜひとも、こちらも把握

できれば、紹介していきたいと思っているところです。 

○委員長（原田周一） 垣内委員。 

○委員（垣内秋弘） 今おっしゃっていただいたようなケースというのは、みんながみん

なそういうふうな風土というか、状況というのはわからないわけですので、ぜひＰＲか

たがた周知するとか、あるいはまた、極端に言いますと一本釣りをして、そういうふう

な人がおられたら話しかけてぜひ養成を推進させるとか、何かそういうふうな手だてが

ないのかなと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（原田周一） ほかにご質問ないでしょうか。松本委員。 

○委員（松本健治） 喋らないでおくとちょっといかんような雰囲気なので、ちょっと１、

２点申し上げたいというふうに思います。 

  １つは、先だって、私も子育て支援センターのほうにたまたましばらくの時間お邪魔

をさせていただきまして、十数名だったと思いますけれども、母子の方がお見えになっ

ていました。まさに宝物のような雰囲気で見させていただきました。皆さん方がお越し
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になって、多分余り面識はない方同士だったと思いますけれども、非常にご配慮されて

進められているなということで、その点は本当に評価したいというふうに思っています。 

  その中で、ああいう形でお見えになっているのは自分の申請で見えるんですね、支援

センターへお越しになる方は。ここの例えば対象となっているようなメンバーの皆さん

方でどれぐらいの方々がお見えになっているのか、大体そんなことを把握されているん

でしょうか。 

○委員長（原田周一） 青山所長。 

○地域子育て支援センター所長（青山晃子） 先日はどうもありがとうございました。 

  今ご指摘のどのぐらいの方がというお話なんですが、支援センターでは母子手帳の交

付もさせていただいているので、ほとんどの方を把握しているんですけれども、その中

で、先日保健師とともに調べましたところ、支援センターに来たことがある方、保育所

に通っておられる方、それから保健センターのほうで保健師がフォローしている方を合

わせますと、ほぼ１００％の方を把握できていると思っております。今、細かい内訳が

手元にないんですけれども、何らかの形で母子の方とつながっていると思っております。 

  ただ、その中で、支援センターに関しましては、一度でも来たことのある方を含めて

いますので、その後ずっと継続的というわけではない方もいらっしゃいます。そのあた

りの方とどうコンタクトをとっていったりとか、関わらせてもらうかというところはこ

れからの課題だと思っていますが、今、現時点ではほぼ１００％把握させていただいて

おります。以上です。 

○委員長（原田周一） 松本委員。 

○委員（松本健治） 先に言うていただきましたけれども、要するに私が思いましたのは、

やはり子育ての本当にそういう段階のときは非常に不安なことが多い。そういうことに

対して本町は優しいまちづくりを目指しているわけですから、非常にポイントになる時

期だろうというふうに思いますので、把握されているのは１００％ということでありま

すから、ぜひご参加、積極的に顔を出していただく、皆さんと接触していただくという

ようなことをされるように、これからの課題だというふうにおっしゃいましたけれども、

ぜひ積極的にそれはお願いしたいというふうに思います。念のために申し上げておきた

いというふうに思います。 

  そのときにもちょうどたまたま見えておりましたが、新しく町内へお入りになった方、

こういう方もいらっしゃいまして、特にやはり一番不安に感じられるのは、お友達がい

ないとか、そういうことが懸念としてありますので、ああいう場というのは非常に提供



１４ 

されているな、接触されているなというふうに思いましたので、ぜひそんなことも、人

によって対応の仕方も若干変えながらお願いしたいと思います。どうでしょうか。 

○委員長（原田周一） 青山所長。 

○地域子育て支援センター所長（青山晃子） 今おっしゃったように、支援センターに来

られる方は、新しく引っ越してこられた方もまずお越しになることが多くございます。

その中で、支援センターに来ていただいてお話しさせてもらう中で、私たちももちろん

楽しく遊んだりお話しさせてもらったりする中で、一見そう見えるんですけれども、や

はり何かしら心の悩みだったりとか、環境になじめないだとか、悩みを持ってこられる

方が多うございます。なので、お越しいただいて関係を築く中でだんだん重たい話を打

ち明けられることも多いですので、そのあたりを酌んでいけたらと思います。数字には

なかなか現れないところですけれども、日々そのあたりを心がけて把握させていただき

たいなと、必要であれば関係機関につなぐ手だてをとっていきたいなと思って努めてお

ります。 

○委員長（原田周一） 松本委員。 

○委員（松本健治） 最後ですけれども、我々も今度、２月１１日に子育て世代の方々と

の懇談会をしようということで企画をさせていただいています。なかなか皆さんのよう

に接触ができるとは思えないんですけれども、それぞれの立場でそういう皆さん方をサ

ポートできるようにお互いにできればいいなというふうに思いましたので、今後ともひ

とつぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。以上です。 

○委員長（原田周一） 谷口議長。 

○議長（谷口 整） 皆さんそれぞれ喋られましたので、私も１点だけ。 

  少子化対策事業で２月にまた町内のプロジェクトチームの会議を開催されると、そん

な中で事業をいろいろ協議していくんだというご報告があったんですけれども、もう少

し具体的にどんなことを検討されているのか、今答えられる範囲で答えていただけます

か。 

○委員長（原田周一） 立原課長。 

○健康児童課長（立原信子） これまでこのプロジェクトを組織しましてから、子育て支

援施策を中心に、今実施しています育児用品の助成事業なんかも、こういうところで実

際に職員から提案いただいたものを形にもしていっております。これまでは町内の工業

団地の事業所との交流事業なども経過で実施してきまして、今年度は特に、実際は結婚

支援とかいうことにつながればいいんですが、それよりも町のほうがいいところだとい
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うことを知っていただいて、シティプロモーションとも関連した形で、町にいろんな方

が例えばカップル、ご家族で来られたときに、どんなところを訪問したら楽しく町内を

全部回れるだろうとかいうことも今検討をしています。 

  そんな中で、ＰＲのできるような何かツールをつくっていけるようなことができない

かというような内容を今年度は中心に検討して、実際にその場に職員が足を運んで、こ

ういうふうにしたらもっといいような形でＰＲできるねというようなことも協議しなが

ら今進めているところです。何かそれを形にできればというふうな形で、今、最終検討

を始めているところです。 

○委員長（原田周一） 谷口議長。 

○議長（谷口 整） 今お話を聞いていまして、シティプロモーションとしてのＰＲとか、

いろいろ出ていたんですけれども、昨日総務建設常任委員会で、企画財政課のところで、

移住・定住、また空き家対策、このあたりで人を増やしていくという前提に立った事業

だと思うんですけれども、そのときにもちょっとお話をしたんですけれども、今、町が

考えている人口は、最終１万人に戻すんだという計画を持っていろいろ進められている

んですけれども、この１年間、去年から今年にかけて見れば、六十何人人口が減ってい

るんですね、９，４００前後やったと思うんですが。その中で、自然動態と、転入・転

出の社会動態の数と死亡と出生の数がほぼ同じ数字だったんで、少なからず社会動態を

０に近づける努力は必要なのと違うかというお話もさせてもらいました。となれば人口

が減るのは食いとめられるだろうし、あとはどうやって人口を増やしていくんだという

ことなんで。ちょっと前置きが長くなったんですけれども、健康児童課でこの事業に取

り組んでもらっているのもいいんですけれども、できればそういう人を増やす取り組み

を一元化できないかなと。今お話を聞いていたイメージでは、企画財政なりのほうで

１万人プロジェクトみたいなものを考えて、やっぱり少子化も含め、また移住・定住も

含め、宇治田原の人口を増やしていくんだという取り組みに持っていけたらなと思うん

ですよ。これを立原課長に聞くのはちょっとおかしいので、誰か答えられる人があれば

答えていただけないかなと思うんですが、どうでしょう。 

○委員長（原田周一） 副町長。 

○副町長（山下康之） ただいまの谷口議員のご質問にお答えしていきたいと思います。 

  昨日も総務建設常任委員会の中でもそういったご指摘をいただいたところでございま

して、自然動態と社会動態の人口の問題についてどう考えていくかということのご提言

もいただいたところでございますけれども、特に社会動態の面で転出者を減らしていく
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と、０に持っていくと、これがやっぱり一つの目標やというご提言もいただいた、まさ

にそのとおりだというふうに認識しておるところでございます。その中で、今後分析も

していく中で、どういうようにしたらそれを０に近づけるのかということも非常に重要、

あわせて、今度はまた転入者を増やすと、ここが一番ポイントというようになると思い

ます。 

  そういった中で、少子化対策と極めて深いつながりのある事業だというようにも考え

ておりますので、そういった点も踏まえまして、町内のプロジェクトチームの会議の中

でもそれを十分に協議してもらいながら、そして宇治田原町にたくさんの人が住んでい

ただける、そんなような町にしていきたいというふうに思っておりますので、今ご提言

いただきました内容については、十分に各課連携できるように持っていきたいというふ

うに思っておりますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。以上でございます。 

○委員長（原田周一） 谷口議長。 

○議長（谷口 整） 今、副町長のほうからそういう方向でというお答えをいただいたん

ですけれども、人を増やすということは、やっぱり町の存在そのものと言うても過言じ

ゃじゃないぐらいの大事な課題だと思うんですよ。ですので、少子化対策を健康児童課

でやったらあかんということは言うつもりはないんですけれども、やはりそれがうまく

機能するように、人口を増やすための一つの窓口をつくってもらうなり、本腰を入れて

取り組んでいかないかん課題だというふうに思うんですよ。ですので、今、副町長から

答えていただいたんで、できれば、新年度に向けて、またそういうようなことも含めて

いろいろ検討していただきたいということだけ申し上げておきます。 

○委員長（原田周一） ほかに質疑のある方はございませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（原田周一） ないようですので、健康児童課所管の質疑をこれにて終了いたし

ます。 

  以上で、ただいま出席の所管分に係ります第４四半期の事業執行状況についてを終了

いたします。 

  これで日程に掲げておりますただいま出席の所管分、平成３０年度第４四半期の執行

状況報告を終了いたしますが、その他、委員から何かございましたら挙手願います。松

本委員。 

○委員（松本健治） １点、教育委員会であったり、本日の出席の皆さん方であったり、

ちょっとまたがる関係もあります。先ほど冒頭、山下副町長からお話がございましたイ
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ンフルエンザの関係なんですけれども、今のところ本町においても、小学校とかで多少

そういう傾向があるというふうに思いますけれども、それ以外で、新聞では福祉の老人

の施設で大きな問題も起こっています。対岸の火事ということじゃなくて、やはりいつ

そういうことが起こるかもしれないということで、多分初期対応があれも非常にまずか

ったんじゃないかなという、大体過去からそういう例があるんですね。ですから、そう

いう関連のデイとか、発生源につながっていく、感染する可能性のあるところ、これは

先ほどもおっしゃっていただいているんで結構ではありますけれども、さらに徹底を期

する意味で、ぜひそういうところについては強力な対策をお願いしたいなというふうに

思います。 

  それと、やはり学校関係も、大体見ていましたら、非常にここしばらく寂しいような

登校の風景になっていまして、大体私のとこらでも学校へ行っているのでも、何かごっ

そり、半分近く登校する児童が減っているなという感じがするぐらい、５年６年がやっ

ぱり学級閉鎖になりますと非常に大きな感じがします。対応についても徹底を期されて

いるというふうに思いますけれども、もう一つ、単なる接触だけじゃなくて、睡眠とか、

それから栄養も本当に大きなところで、あまり私はほかのところで言うてはおらないほ

ど、我が家でも寝不足をしたりしているときがありますので、やっぱりこれは注意をお

互いしとかないかんので、福祉だけじゃなくて学校関係においても、ぜひその辺、念に

は念を入れていただいて、よろしく対応をお願いしたいなというふうに思います。 

  もう副町長が言われた内容ではありましたけれども、あえて申し上げておきたいとい

うふうに思います。 

○委員長（原田周一） 副町長。 

○副町長（山下康之） いいところで松本委員のほうからご質問というか、非常に大事な

ご提言をいただいたんですけれども、私は冒頭で職員の健康管理を申し上げましたけれ

ども、教育委員会のほうでインフルエンザにかかっている職員がいるということで、

３人おりまして、また次の引き続いての教育の部で欠席のお願いをしているというふう

に思っておりますけれども、ちょっと冒頭でそれが抜けておりましたので、大変申し訳

ないと思っております。 

  それとあわせまして、今のご質問のとおり、本当に日ごろからおっしゃったように健

康管理が大事ということで、例えば学校給食の共同調理場におきましても、もちろん健

康管理の一つとしては、今のインフルエンザはもとより食中毒の問題もございますので、

日ごろから自分自身の健康管理をしっかりするように職員にも伝えたり、私もできるだ
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け、朝からそれぞれの部署において朝礼もやっておりますけれども、その中で健康管理

について、インフルエンザだけやなしに、日ごろからの睡眠も含んだいろいろなことも

しっかりと伝えておるところでございますけれども、引き続いて、そういった点につい

ては十分に注意するように促していきたいというふうに思っておりますので、どうぞよ

ろしくお願いしたいと思います。以上でございます。 

○委員長（原田周一） ほかにございませんか。山内委員。 

○委員（山内実貴子） 今ちょっとニュースにもなっている風疹とかはしかの話なんです

が、町内のほうで受診者とか、あと予防接種のことで問い合わせ等はあるんでしょうか。 

○委員長（原田周一） 立原課長。 

○健康児童課長（立原信子） 町内で特段大流行しているというふうな情報は聞いており

ません。また、その辺についてお問い合わせということは、特段大きくうちに入ってき

ているという状況ではございません。 

○委員長（原田周一） 山内委員。 

○委員（山内実貴子） 結構年齢的に集中してかかることがすごく懸念されていますので、

また今後の対策として考えておいていただければと思います。以上です。 

○委員長（原田周一） ほかにございませんでしょうか。 

（発言する者なし） 

○委員長（原田周一） ないようでございますので、当局から何かございませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（原田周一） これで、ただいま出席の所管課に係る事項を終了いたします。 

  ここで、職員入れ替えのため、暫時休憩をいたします。 

休  憩   午前１０時５２分 

再  開   午前１０時５４分 

○委員長（原田周一） 休憩前に引き続き、会議を始めます。 

  それでは、教育委員会所管分に係る事項について始めます。 

  まず、学校教育課所管について説明を求めます。細矢課長補佐。 

○学校教育課課長補佐（細矢和彦） 私のほうから、第４四半期についての執行状況につ

いてお知らせいたします。 

  まず１点目、寺子屋「うじたわら学び塾」運営事業につきましては、１月に英検講座、

漢字講座、漢字検定を実施いたしました。参加者につきましては、１２月に実施した他

の２講座と合わせまして延べ１２９名参加者がございました。 
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  ２点目の学校施設環境整備事業につきましては、これまでに執行のほうは完了してお

ります。 

  ３点目、カリキュラム・マネジメント調査研究事業につきましては、１月も引き続き

モジュール授業を実施しております。調査研究検討会議を２月１８日に予定しておりま

して、そこで成果と課題、来年度の計画について検討する予定になっております。 

  ４点目の共同調理場環境整備事業につきましては、２月中旬に高圧機器改修工事が完

了する予定でございます。 

  最後、５点目の小中一貫教育推進事業につきましては、定例の教育委員会及び教育委

員会・研修のほうで引き続き事業について検討しておるところでございます。１月

１３日に総合教育会議がございました。これにつきましては、説明会等についての報告

等をさせていただいたところです。２月１日に１０月から１２月にかけて行いました説

明会についての広報ということで、取りまとめたものを発行する予定でございます。

３月に総合教育会議で引き続き検討することとしております。以上でございます。 

○委員長（原田周一） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。ございませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（原田周一） ないようでございますので、学校教育課所管の質疑を終了いたし

ます。 

  次に、社会教育課所管について説明を求めます。光嶋教育部長。 

○教育部長（光嶋 隆） それでは、社会教育課所管分の事業執行状況、第４四半期につ

いてご説明申し上げます。 

  まず、１番目の生涯学習推進事業についてでございますが、今後の予定といたしまし

て、ここに掲げておるとおりでございます。２月には食育教室、また、３月には宇治田

原の自然環境を考えようという催しを考えてございます。ことぶき大学も、１月はもう

済ませておりますけれども、２月、３月、最終３月２５日に修了式を行いたいというふ

うに考えております。 

  ２番目の奥山田化石ふれあい広場交流施設整備・運営事業についてでございます。 

  これは１月末に工事発注を予定しております。年度末までの完成ということで、今、

鋭意進めておるところでございます。 

  ３番目の放課後児童健全育成事業についてでございますが、随時受け付けを行ってお

ります。これに加えまして、次年度の入所受け付けを２月１２日から行いまして、３月
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２３日には新規入所者の説明会のほうを予定しておるところでございます。以上でござ

います。 

○委員長（原田周一） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。ございませんでしょうか。

谷口議長。 

○議長（谷口 整） 放課後児童健全育成事業に関連してなんですけれども、田原の学童

については、去年立派な施設ができ上がりました。宇治田原については、まるやま交流

館を転用して使っておられるんですけれども、以前にも１回聞いたことがあるんですが、

宇治田原に学童の専用施設をつくれへんかということとあわせて、まるやま交流館をほ

かの事業でそんなに使ってはらへんのやったら、それを学童の施設に位置づけることは

できないかという質問をさせていただいて、検討ということでずっとこの間来ておるん

ですけれども、冒頭言いましたように、田原とあまりにも差がついているんで、そのあ

たりの考え方はどうなんでしょうか。 

○委員長（原田周一） 光嶋部長。 

○教育部長（光嶋 隆） ただいまのご指摘でございますけれども、かねてそのように教

育委員会のほうから答弁申し上げたということは前任の者からも聞いてもおります。 

  一定、今おっしゃっていただいた、指摘いただいたことについての検討は重ねており

ます。実際の一般利用としては、地域の方々の利用、あの近辺の方の利用が年に何回か

ございますので、それ以外はほぼ学童施設が占用させていただいているというような実

態もございますので、専用にしようかということも考えてはおるんですけれども、いか

んせん、やはり既にお使いの方もあるということで、一定そこまで踏み切る判断をする

ところまではいっておらないのが実情でございます。 

  田原学童と比べまして、田原学童は今般２部屋用意ができておりますので、宇治田原

学童のほうは１室でやっておると。いわゆる学齢の区分に応じた部屋分けということが

できない状態でございますので、そういった点についてもかねてご指摘をいただいたこ

とがございます。それについても一定検討はしたわけでございますけれども、どうして

も構造的に壁をつくるということがなかなか難しゅうございまして、それについても何

か妙案はないかということで、今ずっと考えております。現在の小学校の施設を利用す

るということも含めて考えていかないことには、なかなか答えが出ないだろうなという

ふうに思っております。 

  新たな施設の建築ということになりますと、今現在、小中一貫教育の関係で我々の考
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え方をお示しする中で議論が進んでおりますので、その一定の答えが出るまでは、先行

して施設を新たに整備するということは予定はしておりません。以上でございます。 

○委員長（原田周一） 谷口議長。 

○議長（谷口 整） 今の答弁でちょっと一つ気になったのは、小中一貫で小学校の統合

があるので新たな施設云々という話が出たんですが、田原学童の施設を整備するときに

その話が既にあって、学童保育は田原、宇治田原それぞれ学校が統合されてもそこに残

すということは教育委員会で確認をしてもらっていると思うんです。ですので、それが

あるから施設の整備はしにくいんやというのはちょっと違うのかなと思うんですよ。 

  ただ、言われたように、まるやま交流館は確かに地域の方が使っておられます。だか

らそれを学童専用にはできない、そのことについてもある程度理解はしますが、やはり

個人情報等がある中で、そこらのセキュリティの問題もきちっとしてもらいたいという

のも以前お話ししましたし、ほんでもう一点、囲炉裏に結構つまずいたりするんで、大

層に言えば危険な状態であるということも話をされていたんですけれども、それはまだ

同じ状態でしょうか。 

○委員長（原田周一） 光嶋教育部長。 

○教育部長（光嶋 隆） 私の言葉足らずで申し訳ございません。 

  学童施設については、議長がおっしゃっていただいたように、それぞれという考え方

は今も変えてはございませんが、どうしても宇治田原小学校の地理的な立地からします

と、今現在利用の方々がどこにお住まいかということも考えて学童の施設については考

えたいと。ですので、施設一体ということでより学校に近いほうが合理的と、そちらの

ニーズが高いということであれば、そちらの選択をしたいなというふうに考えてござい

まして、今のところ、そちらの結論がきちっと整理できるまでは少し検討を続けるとい

う形、そういうスタンスをとっておるところでございます。 

  ２つ目におっしゃっていただきましたセキュリティの問題でございますけれども、以

前にご指摘をいただく中で、年に数回とはいえ一般の方が入られますので、個人情報の

保護についてはきちっとしなければならないという考え方のもとに支援員にも指示をい

たしまして、そういったものの掲出ですとか、容易に見てとれるようなことについては

控えるようにということで工夫をさせております。今まで出しっ放しということはなか

ったわけでございますけれども、やはり掲出物等で住所ですとか電話ですとか、そうい

ったことが読み取られることのないように指示はしておりますので、そういう対応をし

ておるところでございます。 
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  囲炉裏に関しても、もともとの施設のコンセプト、一つの目玉といいますか、そうい

う位置づけのもとに設置されたというふうに聞いております。その中で、それを全く潰

してもいいのかという議論もちょっとありましたものですから、やはりそういったこと

も踏まえる中で、安全対策については今現在考えておりまして、先ほどのパーティショ

ンはできないけれども、何か区分するような方法はないかというのとあわせまして、ち

ょっと予算は要ると思うんですが、例えば覆いといったようなものを設置することによ

って、ぶつかったときの衝突のショックを軽減するような対策は考えていきたいという

ふうに思っておるところでございます。以上でございます。 

○委員長（原田周一） 谷口議長。 

○議長（谷口 整） まるやま交流館ができたときのコンセプトを今おっしゃったんです

けれども、それとは今、使い方が随分違う。目的外使用とは言いませんけれども、全然

違う形で使われているんで、やっぱり現実、実態に合わすようにするならば、結果的に

ほとんど使っていないあの囲炉裏の危ないところ、出っ張っているところを何とかして、

だから学童としてセキュリティをきちっとやる中で兼用で使うということの結論なら、

少なくともそこのところだけはある程度安全にいけるようにしてもらいたいというのが、

もう２年も前から同じ話をしているんですけれども、そのあたりはもうちょっときちっ

と整理をしていただきたいと。それ以上申しません。 

○委員長（原田周一） 光嶋部長。 

○教育部長（光嶋 隆） ご指摘いただいたことにつきましては、真摯に対応してまいり

たいというふうに考えております。どうも申し訳ございません。 

○委員長（原田周一） ほかにございませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（原田周一） ないようですので、社会教育課所管の質疑を終了いたします。 

  以上で第４四半期の事業執行状況についてを終了いたします。 

  これで日程に掲げておりますただいま出席の所管分の平成３０年度第４四半期の執行

状況報告を終了いたしますが、その他、委員から何かございましたら挙手願います。松

本委員。 

○委員（松本健治） ２点お願いしたいというふうに思います。 

  １点目は、田原小学校の維孝館門の関係でございます。 

  昨年の台風でちょうど上の部分に被害を受けた関係で、修復の対応をしていただくべ

く今進められているわけでありますが、少し耳にしますところでは、今の状況は、思っ
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たより重症と言うのはおかしいですけれども、建物の被害の状況が重症だというような

ことを聞いています。したがって、本来予定をしておられる例えば卒業式だとか、いろ

んなイベントの関係で、それまでには何とかという、田原小にとりましてはシンボリッ

クな門でありますから、そういう配慮をされてきたわけですけれども、その辺の状況に

ついてちょっとお聞かせいただきたいなというふうに思っています。 

○委員長（原田周一） 下岡課長補佐。 

○社会教育課課長補佐（下岡浩喜） 指定文化財としまして田原小学校校門の屋根修理工

事のほうにつきましては、昨年末の１２月４日に契約をいたしております。実際の作業

としましては、１月１４日から開始いたしました。現場での予定は、２月１２日ぐらい

までの工期を予定しておったところです。 

  今回の工事の内容としましては、まず木部の取り替えとしまして、裏板、いわゆる野

地板と棟木の修復と、銅板葺のやり替えを予定しております。１月１４日に既存の銅板

葺を剝がしたところ、中の野地板等につきましてかなりの腐食が見られました。これは、

台風によって銅板が飛んだということが原因というよりは、もう経年劣化ということに

なります。以前に手をかけてからもう３０年近く手をかけてこなかったということと防

水処理ができていなかったので、裏板に関しましては全面的なやり替えとなります。 

  ９月の補正予算で１６０万円の工事費をつけていただきまして、現在請負額が

１４５万８，０００円となっております。変更の内容としては大規模になりますので、

この中で対応し切れない部分につきましては、現年度の現計予算の中で対応していきた

く考えております。以上です。 

○委員長（原田周一） 松本委員。 

○委員（松本健治） 先ほどもおっしゃったように、３０年前に一度、どの程度、どの部

分を補修されたのかちょっとわからないんですけれども、そのときにもそういう補修を

された経過があるんですか、この場所というのは。わかりますか。 

○委員長（原田周一） 下岡補佐。 

○社会教育課課長補佐（下岡浩喜） 田原小学校の校門につきましては、文化財として維

持管理をしてきているものの、具体的にどの時期にどういう手を加えたかという台帳が

残っていない部分もございます。屋根につきましては、記録を大分探したのですけれど

も、着手した記録がなかったのですが、中に使われている材料とかから推測しますと、

昭和の終わりから平成の初めぐらいまでの時期なのかなという推測だけができます。 

  その際の工事につきましては、本来、銅板と野地板の間に防水のシート等を施工する
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のが通常ですけれども、そういったことの対策がなされていなかったことも今回ちょっ

と傷みが激しくなった原因かとも思います。以上です。 

○委員長（原田周一） 松本委員。 

○委員（松本健治） それだと工事の施工業者の責任の部分も問えない状況かもしれませ

んので、今さら言っても仕方ないのかもしれませんけれども、今後、それ以外のところ

でも可能性がありますので、十分チェックしていかんなんなというふうに思いました。 

  それと、今後のスケジュールですけれども、一応今の状態であったとしても、３月

１９日が卒業式ですけれども、これまでには間に合うということでよろしいんですね。 

○委員長（原田周一） 下岡補佐。 

○社会教育課課長補佐（下岡浩喜） 当初の工期の設定は、３月１９日の卒業式には完全

に撤収するということで、３月１５日までとさせていただいております。目論んでおり

ました工期が２月１２日まででしたけれども、今回の対処に関しましてそれほど時間的

にロスをするということはございませんので、２月中旬ぐらいには現場のほうは完了す

る予定で進めております。以上です。 

○委員長（原田周一） 松本委員。 

○委員（松本健治） 了解しました。一応、それはそれで結構です。ぜひ早い復旧をお願

いしたいというふうに思います。 

  次に、ちょっと視点が違う話でありますが、所管も超えての話でもあるんですけれど

も、インフルエンザの関係であります。 

  新聞によると、京都の関係の福祉施設なんかでも非常に大きな被害が出ておりまして、

感染者が多く出ている、死亡者も出たというようなこともありました。先ほども所管の

ところで福祉の関係で、ぜひ念には念を入れて防止対策を実行してほしいなと申し上げ

たところであります。 

  一方、学校のほうでも、見守りをやっていたらわかるんですけれども、５年、６年と

いう体の大きい子たちが今いなくて、班長として引率してくる子どもたちが４年だとか

３年だとかいうところもありまして、非常にごっそり少ない感じがして寂しい思いがす

るわけですが、今日から５年生は田原小学校の場合来ておりますし、また６年も明日、

明後日ぐらいに多分出てくるんだろうと思いますけれども、この流行を極力止めていた

だくように、もうお話を既にされている、対策をされていることだと思いますけれども、

念には念を入れてそういうことを呼びかけていただきたいというふうに思っております。

ぜひこういうことについて、関係のところについては強力なご指導をお願いしたいとい
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うふうに思います。以上です。 

○委員長（原田周一） 何かございますか。 

  光嶋部長。 

○教育部長（光嶋 隆） インフルエンザに関しましては、ここ１週間、１０日ぐらい前

からちょっとそういう状況が出始めております。今日、岩井課長もインフルエンザに罹

患をしておりまして欠席をさせていただいておりますが、学校のほうでも、今、松本委

員がおっしゃったような状況で、田原小学校、宇治田原小学校でそういう状態になって

おると。 

  もちろんこういった事態を看過するだけでなく、養護の職員もおりますので、校長を

通じまして、養護職員が中心になって手洗い、うがいの励行、それとマスクの着用とい

ったことについては、自分が大丈夫であっても身を守るということで、家族全体でやる

ようにといった指導はするように指示しております。昨日も教育委員さんの学校訪問が

ございまして、それに参りましたが、そういうこともあって結構の児童・生徒がマスク

を着用した中で授業を受けておるといった状況もございました。 

  今後もインフルエンザの猛威がおさまるというような情報はなくて、まだまだ厳しい

状態が来るんではないかというふうに言われておりますので、そういったことに対処で

きるように学校を通じて対応していきたいというふうに思っております。以上でござい

ます。 

○委員長（原田周一） 松本委員。 

○委員（松本健治） 最後に、インフルエンザというのは、こういう感染症の場合は、

我々も含めて全く予断を許さない時期だろうと思いますので、お互いに気をつけたいな

というふうに思っています。 

  それと学校関係で、これは差があっても仕方ないのかもしれませんけれども、対策の

指示については、できるだけ情報共有しながら対応をしてほしいな。例えば田原小、宇

治田原小学校の中で、宇治田原小はこういう指示を出しているのに田原小の場合はあま

りそうではなかったというようなケースもちょっと耳にしました。ですから、やはりそ

ういうことについては、状況によって多少変わるのはしようがないと思いますけれども、

感覚として、やはりできるだけ情報の共有化をしながらやってほしいなというふうに思

います。以上です。これは意見として申し上げておきたいと思います。 

○委員長（原田周一） ほかに委員からございませんか。浅田副委員長。 

○副委員長（浅田晃弘） 先日、２０日でしたね、綴喜の青少年健全問題何とかかんとか
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会議、正式名称は忘れましたけれども、青少年健全育成のための小・中学生の主張大会

がございました。今年は本町が当番町ということで、綴喜の子たちが集まっての主張大

会がございました。 

  広報には載っていたと記憶しているんですが、町長、教育長が出席しておられる場で

もございますので、議員にもちょっと広報というんですか、こんなのがありますよとい

うようなお知らせがなかったように思っているんですけれども、各種協議会の長さんも

たくさん来られていました。そういうこともあります。みんなでやはり青少年を守って

いくという立場で、そういうことは周知せんでもよかったのかなとちょっと思っておる

んですが、そのあたりをお聞かせいただきたいなと思います。４年に１回、オリンピッ

クみたいなものですけれども、地元開催町となりますので、そのあたりのこともちょっ

とお聞かせいただきたいなと思います。 

○委員長（原田周一） 光嶋部長。 

○教育部長（光嶋 隆） この主張大会については、青対協のほうが主催ということで進

めていただいております。もちろん宇治田原町のほうにも青対協がございますので、開

催通知、案内に関しましては、青対協のメンバーの方には全て事務局のほうから通知を

させていただいておるというふうに確認をしております。 

  言い訳じみた言い方で恐縮なんですが、事務局としましては青対協の考え方に基づい

て動いておりますので、おっしゃっていただいた議員にも情報提供ということについて

は、我々の配慮不足ということと思いますので、今後こういったことがございました折

には、青対協とは別枠でできる限り情報の提供、ボックスも事務局のほうで用意してく

れていますので、そういったところへの情報提供ということについては努めてまいりた

いというふうに考えております。どうも申し訳ございませんでした。 

○副委員長（浅田晃弘） ちょっと情報を提供していただければありがたいかなと思いま

す。開催の地元の人にやはりたくさん入っていただければ、席が空いていましたので、

もっともっとよかったかなと。いい発表がたくさんありましたので、聞いていただきた

いなと思ったものですから質問させていただきました。以上です。 

○委員長（原田周一） ほかにございませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（原田周一） 当局のほうから何かございますでしょうか。 

（発言する者なし） 

○委員長（原田周一） これで、ただいま出席の所管課に係る事項を終了いたします。 
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  次に、日程第２、その他を議題といたします。 

  委員から何かございましたら挙手願います。ございませんでしょうか。 

（発言する者なし） 

○委員長（原田周一） 当局のほうからございませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（原田周一） 事務局のほうからは。 

（発言する者なし） 

○委員長（原田周一） ないようでございますので、日程第２、その他について終了いた

します。 

  本日は、平成３０年度第４四半期の執行状況報告を受けたところです。 

  今年度も第４四半期に入り、残すところ２カ月余りとなりました。事業の執行にあた

っては、年度内完了に向け、最善の努力を求めておきます。 

  なお、閉会中の委員会は、本日の委員会が本年度最終となっておりますが、３月議会

に向けて開催の必要が生じれば調整いたしますので、委員各位、また町当局におかれま

しても、対応のほど、よろしくお願いいたします。 

  以上で本日の文教厚生常任委員会を閉会いたします。 

  大変ご苦労さまでございました。 

閉  会   午前１１時２４分 
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